
目標
目標を達成する

ための取組
調査方法 達成状況・分析 評価 次年度に向けた課題や取組 備考

目標①：市民生活に即した公共交通ネットワークの維持

　【指標１】市民１人当たりの地域公共交通の
　　　　　　利用回数（鉄道を除く）
　　　　　　令和４年度：6.3回／年
　　　　　　　↓
　　　　　　令和10年度：7.0回／年

　【指標２】運行効率化を図る路線数
　　　　　　令和４年度：―
　　　　　　　↓
　　　　　　令和10年度：６路線

１－２ 学生や高齢者
の運賃割引等の実施
２－２ さまざまな輸
送資源の活用
２－３ 交通結節点に
おける乗継ダイヤの調
整

※十日町市地域公共交
通計画において、目標
達成に向けて取り組む
こととして搭載した事
業を本欄に記載。各事
業の個別の取組実績等
は別添のとおり。以下
同じ。

【指標１】
路線バス・市営バス（有償
のみ）・予約型乗合タク
シーの利用者数÷市の総人
口（４月１日現在）

【指標２】
運行効率化を図った路線バ
ス、市営バス、予約型乗合
タクシーの路線数

【指標１】
・令和６年度：6.5回／年
・公共交通利用者数及び市の総人口ともに令和４年度から減少しているも
のの、一部路線バス（十日町＝小千谷線、十日町＝津南線など）において
利用者数を維持しているほか、路線バス十日町＝魚沼基幹病院線や市営バ
ス吉田線の運行開始により、市の総人口の減少率（R4→R6：4.4％減）と
比較し、公共交通利用者数の減少率（R4→R6：1.2％減）は小さくなって
いる。

【指標２】
・令和６年度：３路線
※運行時刻の変更や減便等のダイヤ改正のみの場合は、上記路線数には含
めていない。
・市営バス吉田線、市営バス市之越鷹羽線、予約型乗合タクシー原町・新
里線について、運行効率化を目的に一部便の事前予約制への変更等を実施

○

・「市民１人当たりの地域公共交通の
利用回数」は増加しているものの、目
標③にも記載のとおり、市の財政負担
額は増加しており、市民生活に即した
公共交通ネットワークの維持に向けて
は、引き続き、利用促進の取組を進め
る必要がある。

・令和７年度においては、実施を予定
している「高齢者に対する運賃割引事
業」や「市内店舗と連携した公共交通
利用促進事業」を着実に実施するとと
もに、市民の意見も踏まえつつ、各路
線の運行効率化を引き続き検討する。

目標②：まちづくりと連動した公共交通ネットワークの構築

　【指標３】公共交通に関する満足度
　　　　　　令和５年度：19.0％
　　　　　　　↓
　　　　　　令和９年度：25.0％

２－３ 交通結節点に
おける乗継ダイヤの調
整
３－１ 観光施設への
二次交通の確保
３－２ 市内施設と連
携した企画乗車券の発
券
３－３ ＡＩオンデマ
ンド交通や自動運転技
術の活用など新たな公
共交通サービスの導入

【指標３】
十日町市総合計画に関する
市民アンケートにおいて、
「生活交通の確保・利便性
の向上」施策に係る満足度
の質問に「満足」又は「や
や満足」と回答した人の割
合

― ― ―

市民アン
ケートは２
年おきに実
施（次回は
令和７年
度）

十日町市地域公共交通計画の評価等結果（令和６年４月～令和７年３月）

【評価の凡例】

◎ 目標を達成した。

○ 目標達成に向けて、着実に進んでいる。

△ 目標達成に向けて、一部課題がある。

資料４



目標
目標を達成する

ための取組
調査方法 達成状況・分析 評価 次年度に向けた課題や取組 備考

十日町市地域公共交通計画の評価等結果（令和６年４月～令和７年３月）

【評価の凡例】

◎ 目標を達成した。

○ 目標達成に向けて、着実に進んでいる。

△ 目標達成に向けて、一部課題がある。

目標③：持続的な公共交通サービスの提供

　【指標４】公共交通に係る利用者１人当たりの市の
　　　　　　財政負担額
　　　　　　令和４年度：449円
　　　　　　　↓
　　　　　　令和10年度：現況値を下回る

　【指標５】公共交通に係る収支率
　　　　　　令和４年度：路線バス41.6％
　　　　　　　　　　　　市営バス2.6％
　　　　　　　　　　　　予約型乗合タクシー8.3％
　　　　　　　↓
　　　　　　令和10年度：現況値を上回る

　【指標６】交通事業者における運転手の採用人数
　　　　　　令和４年度：―
　　　　　　　↓
　　　　　　令和10年度：交通事業者における退職する
　　　　　　　　　　　　運転手数と同数

１－１ 路線バスの運
行効率化
１－３ 運転手等の確
保
２－１ 市営バス・予
約型乗合タクシーの運
行効率化
２－２ さまざまな輸
送資源の活用
４－１ モビリティ・
マネジメントの実施
４－２ 公共交通マッ
プのデジタル化

【指標４】
路線バスの運行維持のため
市が支出している補助金・
市営バスおよび予約型乗合
タクシーの運行経費÷路線
バス・市営バス・予約型乗
合タクシーの利用者数

【指標５】
路線バス：全系統の経常収
益÷経常費用×100
市営バス：全路線の使用料
収入÷運行経費×100
予約型乗合タクシー：全路
線の利用料収入÷運行経費
×100

【指標６】
市内を運行する路線バス事
業者、タクシー事業者、市
営バスの運行事業者が採用
した運転手の人数

【指標４】
・令和６年度：482円
・利用者数の減少による収入減に加え、燃料費や人件費等の増加により市
の財政負担額が増加した。

【指標５】
・令和６年度：路線バス42.4％
　　　　　　　市営バス3.0％
　　　　　　　予約型乗合タクシー7.7％
・路線バスについて、一部路線（十日町＝津南線など）において経常収益
が増加・経常費用が減少しており、全体の収支率がやや改善した。
・市営バスについて、市営バス吉田線の運行開始により有償利用者が増加
（R4：14,915人→R6：20,662人）したため、収支率が改善した。
・予約型乗合タクシーについて、運行経費は減少しているものの、それ以
上に利用者数の減少による収入の減少が大きく、収支率が悪化した。

【指標６】
・令和６年度：路線バス事業者２名、タクシー事業者１名、市営バスの運
行事業者３名
※R6.4.1付け採用は令和５年度末の退職に対応するものと考えられるため
上記採用人数には含めないこととし、R7.4.1付け採用は令和６年度末の退
職に対応するものと考えられるため上記採用人数に含めることとする。
・R6.4.1時点とR7.4.1時点の運転手の人数を比較すると、133人から131人
に若干減少している。

△

・「公共交通に係る収支率」は一部で
改善が見られるものの、依然として低
い状況にあり、「公共交通に係る利用
者１人当たりの市の財政負担額」も悪
化している。また、交通事業者から運
転手の確保が難しいという声をいただ
いており、公共交通サービスの持続可
能性を確保できていない状況にある。

・令和７年度は国のフィーダー補助金
が約800万円交付される予定であり、市
の財政負担額は若干減少する見通し。

・利便性向上のみならず、財政面及び
運転手の確保の面からも、当市にとっ
て最適な交通ネットワークを検討・構
築する必要があり、既存の公共交通
サービスの見直しや新たな公共交通
サービスの導入も視野に入れ、効率化
に向けた検討を幅広に行う。

目標④：公共交通の利便性向上および利用促進

　【指標７】利便性向上や利用促進に効果的な
　　　　　　市の取組実施数
　　　　　　令和４年度：―
　　　　　　　↓
　　　　　　令和10年度：５取組

　【指標１】市民１人当たりの地域公共交通の
　　　　　　利用回数（鉄道を除く）※再掲
　　　　　　令和４年度：6.3回／年
　　　　　　　↓
　　　　　　令和10年度：7.0回／年

３－２ 市内店舗と連
携した企画乗車券の発
券
４－１ モビリティ・
マネジメントの実施
４－２ 公共交通マッ
プのデジタル化

【指標７】
市が行う利便性向上や利用
促進の取組において、検証
した結果、効果的であると
認められた取組数

【指標１】
路線バス・市営バス（有償
のみ）・予約型乗合タク
シーの利用者数÷市の総人
口（４月１日現在）

【指標７】
・令和６年度：３取組
・路線バス十日町＝魚沼基幹病院線の本格運行開始（R6～）に伴う車両購
入費補助事業について、購入した車両（ハイエース）に対して、「乗り降
りしやすい、乗り心地がよい」などの好評の声が寄せられており、利用者
数の増加にも寄与している。
・「越後湯沢～清津峡～十日町駅間」を結ぶ実証運行バス「YukiMo！」に
ついて、実証期間中に6,343人の利用があったほか、既存路線バスの利用
者数の増加にも影響しており、観光施設への二次交通の確保に有効であっ
た。
・市営バス吉田線の車両ラッピングについて、市営バス車両と一目でわか
るデザインで、「バスが来たことがわかりやすい」との声をいただいてお
り、利便性向上に有効であった。

【指標１】※再掲
・令和６年度：6.5回／年

○

・令和６年度は「YukiMo！」などの公
共交通の利便性向上を図る新たな取組
を実施

・令和７年度においても、「高齢者に
対する運賃割引事業」や「市内店舗と
連携した公共交通利用促進事業」によ
り、公共交通利用のきっかけづくりを
行い、引き続き利用促進を図る。



資料４　別紙

R6 R7 R8 R9 R10

1-1 路線バスの運行効率化
利用の少ない路線を中心に運行内容の見直し
（運行時刻など）を行い、運行コストの低
減、利便性の向上を図る。

交通事業者
十日町市

実施 実施 実施 実施 実施

・十日町＝魚沼基幹病院線について、車両のダウンサイジングによ
る運行コストの低減を図るため、本格運行の開始（R6～）に伴い、
市として車両（ハイエース）の購入費補助を実施

・R7.4.1ダイヤ改正に当たり、利用の少ない便の時刻変更や廃止等
を実施
（例）十日町＝魚沼基幹病院線について、利用の少なかった十日町
車庫前10:35発便の発車時刻を30分早め、魚沼基幹病院11:00到着と
することで、午前の診療が受けやすくなるよう改善

○
・引き続き、交通事業者と市が
連携の上、利用の少ない路線を
中心に運行内容の見直しを検討

1-2
学生や高齢者の運賃割引等の実
施

学生や高齢者を対象とした割引券等を発行す
ることで、公共交通の利用者を増やし、広域
路線の維持を図る。

交通事業者
十日町市

検討 実施 実施 実施 実施

・地域公共交通活性化協議会分科会において、事業内容を検討。市
内部での協議も踏まえ、高齢者を対象とした運賃割引事業につい
て、令和７年度に実施予定

・市営バス運賃無料の対象を「中学生以下」から「高校生年代以
下」に拡大するため、市営バス条例を改正

○

・高齢者を対象とした運賃割引
事業を着実に実施（事業期間：
R7.10～12月予定）

・学生を対象とした運賃割引事
業について、R8年度の実施に向
けて事業内容を検討

1-3 運転手等の確保

・運転手という職業に対する理解を深めても
らうためのＰＲ活動を実施する。

・持続可能な公共交通を実現するため、市や
交通事業者で人材確保に向けた対策を検討す
る。

交通事業者
十日町市

実施 実施 実施 実施 実施

・新たに採用した運転手に就業支度金を支給する交通事業者を支援
し、運転手確保を図るため、「地域公共交通人材確保支援事業補助
金」を創設⇒１事業者より補助金申請・交付

・運転手の仕事のやりがい等を紹介する記事を市報に掲載（R6.9月
号：路線バス運転手、R6.10月号：列車運転手）

○
・地域公共交通人材確保支援事
業補助金の積極的な活用に向け
た交通事業者への周知

2-1
市営バス・予約型乗合タクシー
の運行効率化

運行コストの低減や利便性向上を図るため、
運行内容の見直し（運行時間帯の見直し、減
便、市営バスのデマンド運行等）を行う。

交通事業者
十日町市

実施 実施 実施 実施 実施

・松代地域市営バスについて、令和６年度より利用の少ない土曜の
運行を廃止

・松之山地域市営バスについて、令和６年度より運行に使用する車
両数を削減（１路線・１台体制だったものを、一部路線で２路線・
１台体制に変更）

・市営バス吉田線について、高校生が利用しやすくするため、令和
７年度より一部便の時刻を変更。併せて、一部停留所を利用者がい
ない場合は停車しない取扱いに変更

・市営バス市之越鷹羽線について、令和７年度より利用の少ない一
部便を事前予約制に変更

・予約型乗合タクシー原町・新里線について、令和７年度より利用
の少ない曜日・一部便を廃止、利便性向上のため停留所（越後田沢
駅）を追加

・市営バス東下組線について、利便性向上のため、R8.4月以降の運
行ルートの追加を検討

○

・市営バス東下組線について、
R8.4月以降の運行ルートの追加
に向け、地域との調整や法令に
基づく各種手続を実施

・他路線についても、引き続
き、利用状況や利用者のニーズ
を把握した上で、運行内容の見
直しを検討

2-2 さまざまな輸送資源の活用

既存の公共交通サービスが不十分なエリアに
おいて、地域（振興会やＮＰＯ法人等）と行
政が一体となり、組織づくりや運行内容の検
討を進める。

十日町市
地域

検討 検討 検討 実証
評価
検証

・地域公共交通活性化協議会分科会において、既存の公共交通だけ
でなく、市民（自家用車）や市内民間企業等が有する輸送資源を活
用し、交通弱者の移動を支えていく方針を共有

・十日町市地域自治組織連絡協議会（R7.2月開催）において、各地
域自治組織の代表に対し、地域の輸送資源を活用して高齢者の移動
支援を行っている市内先進事例や、市の支援制度等を紹介

○

・輸送資源の提供元となりうる
社会福祉法人等との意見交換

・他地域への横展開を視野に、
モデル地域の検討、関係者との
協議、課題整理等の運行に向け
た支援

2-3
交通結節点における乗継ダイヤ
の調整

市内を運行する公共交通サービスのダイヤ変
更が行われた場合、引き続き、その他公共交
通サービスにおいてもダイヤ調整を行い、乗
継利便性の維持・向上を図る。

交通事業者
十日町市

実施 実施 実施 実施 実施
・交通結節点における鉄道等のダイヤ改正に伴い、市営バス等のダ
イヤを確認 ○

・鉄道等のダイヤ改正が行われ
る場合、市営バス等のダイヤを
確認し、必要に応じてダイヤを
調整（随時）

施策１ 広域交通の維
持

施策２ 各地域におけ
る公共交通の確保

十日町市地域公共交通計画搭載事業の取組実績等

施策名
整理
番号

事業名 事業内容（計画記載）
実施主体

（計画記載）

実施スケジュール
（計画記載） 令和６年度の取組実績

事業の
進捗状況

令和７年度以降の取組予定

【進捗状況の凡例】

◎ 事業が計画の実施スケジュールより前倒しで進んでいる。

○ 事業が計画の実施スケジュールどおりに進んでいる。

△ 事業が計画の実施スケジュールから遅れている。



R6 R7 R8 R9 R10

十日町市地域公共交通計画搭載事業の取組実績等

施策名
整理
番号

事業名 事業内容（計画記載）
実施主体

（計画記載）

実施スケジュール
（計画記載） 令和６年度の取組実績

事業の
進捗状況

令和７年度以降の取組予定

【進捗状況の凡例】

◎ 事業が計画の実施スケジュールより前倒しで進んでいる。

○ 事業が計画の実施スケジュールどおりに進んでいる。

△ 事業が計画の実施スケジュールから遅れている。

3-1 観光施設への二次交通の確保

通年を通して一定の来訪者数が見込まれる観
光施設までの移動手段の確保を検討する。併
せて、既存公共交通サービスの土日ダイヤ・
ルート設定も検討する。

交通事業者
観光協会
十日町市

実施 実施 実施 実施 実施

・「清津峡まで」及び「清津峡から」の二次交通確保のため、実証
事業「YukiMo!」を実施し、大地の芸術祭期間中、「越後湯沢～清津
峡間」及び「清津峡～十日町駅間」を結ぶ実証バスを土・日曜、祝
日に運行。国補助金も活用し、９月中旬からは火・水曜を除く平日
も運行。実証期間中に6,343人の利用があり、既存路線バスの利用者
数の増加にも寄与

・市営バス吉田線について、大地の芸術祭期間中の「絵本と木の実
の美術館」までの移動手段確保のため、芸術祭期間中に限り土・日
曜に運行（通常は平日のみ運行）

○

・「YukiMo!」について、令和
６年度に引き続き、令和７年度
も実証運行を実施予定。実証結
果を検証の上、令和８年度以降
の持続可能な運行を検討

3-2
市内施設と連携した企画乗車券
の発券

商工団体の会員（商店・観光施設）や医療機
関等と調整を行い、企画乗車券を販売するこ
とで、公共交通利用者の増加・地域活性化を
図る。

交通事業者
商工会議所
十日町市

検討 検討 実証 実証
評価
検証

・地域公共交通活性化協議会分科会において、事業内容を検討。市
内部での協議も踏まえ、市内店舗と連携した公共交通利用促進事業
について、令和７年度に実施予定

◎
・市内店舗と連携した公共交通
利用促進事業を着実に実施（事
業期間：R7.11～12月予定）

3-3
ＡＩオンデマンド交通や自動運
転技術の活用など新たな公共交
通サービスの導入

・路線バスや市営バスとしてサービスを維持
すべき区間を整理しながら、地域公共交通の
再編を検討していく。

・公共交通の利便性向上のため定額制タク
シーやＡＩ配車システム、キャッシュレス決
済の整備を検討する。

交通事業者
十日町市

検討 検討 実証 実証
評価
検証

・地域公共交通活性化協議会分科会において、当市にとって最適な
交通ネットワークの構築に向け、既存の公共交通サービスの整理・
再編を検討していく方針を共有。併せて、新たな公共交通サービス
の導入を視野に、各サービスの特徴や導入事例を研究。

・日本版ライドシェアについて、市内タクシー事業者へ導入意向を
確認⇒現在、導入の意向なし

○

・引き続き、地域公共交通活性
化協議会及び分科会において、
既存の公共交通サービスの整
理・再編を検討

・新たな公共交通サービスの令
和８年度の実証運行に向けて、
導入するサービス・導入地域の
検討、国県補助事業の情報収
集、交通事業者等との調整など
を実施

4-1
モビリティ・マネジメントの実
施

・公共交通のメリットを発信するチラシ等を
作成し、公共交通利用への意識醸成を図る。

・公共交通に触れる機会を創出し、「公共交
通利用のきっかけづくり」を行う。

・ＪＲ飯山線とほくほく線の鉄道の活性化を
図るため、各協議会等において沿線自治体等
と連携し、マイレール意識の醸成や利用促進
に向けた取組を行う。

交通事業者
十日町市

検討 検討 実施 実施 実施

・公共交通のメリットや利便性を周知する記事を定期的に市報に掲
載
　R6.6月号：魚沼基幹病院線の本格運行開始
　R6.7月号：公共交通のメリット、公共交通を利用した
　　　　  　大地の芸術祭の鑑賞ルート案の紹介
　R6.9月号：路線バス運転手のやりがい等の紹介
　R6.10月号：列車運転手のやりがい等の紹介
　　　　　 　予約型乗合タクシーの利用呼びかけ
　R7.1月号：冬期における魚沼基幹病院線の利用呼びかけ

・ＪＲ飯山線及びほくほく線の沿線自治体等で構成する各協議会に
おいて、「幼児向け特別きっぷの配布」や「列車を見たら手を振ろ
うキャンペーン」によるマイレール意識の醸成や「サイクルトレイ
ン実証実験」などの利用促進に向けた事業を実施

・市営バス吉田線について、市営バスに親しみを持ってもらうた
め、「絵本と木の実の美術館」をイメージしたデザインを車両に
ラッピング

○

・市報での継続した情報発信

・乗車体験など、公共交通に直
接触れることができるイベント
等の令和８年度実施に向けた検
討

・ＪＲ飯山線及びほくほく線の
沿線自治体等で構成する各協議
会において、引き続き、鉄道の
活性化を図る各種事業を実施

4-2 公共交通マップのデジタル化

・公共交通の利用促進・利便性向上を図るた
め、市の公開地理情報システムに各公共交通
のバス停や路線図・時刻表を表示する。

・スマートフォンで路線図や時刻表を確認で
きるようになるなど、公共交通サービスの利
用促進を図る。

十日町市 実施 実施 実施 実施 実施

・R6.3月下旬より、市の公開地理情報システムに各公共交通の時刻
表等を表示し、デジタル公共交通マップの運用を開始

・市報においてデジタル公共交通マップについて周知（R6.4月号、
R6.7月号、R7.1月号）

・デジタル公共交通マップのR6年度アクセス数：1,933回（月平均：
約161回）

・R7.4.1ダイヤ改正に当たり、マップ掲載データを更新

○

・路線バス等のダイヤ改正に合
わせ、マップ掲載データを更新
（随時）

・利用状況（アクセス数）を定
期的に確認の上、利用促進策及
び利便性向上策を検討

施策３ 観光・まちづ
くりとの連携

施策４ 公共交通の周
知・利用促進


